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令和３年第４回上天草市議会定例会会議録 

令 和 ３ 年 ６ 月 ２ 日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

議        場 

１．議事日程（第１日目） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告 

 日程第 ５ 議案第４０号 上天草市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第 ６ 議案第４１号  上天草市工場等設置奨励条例及び上天草市税特別措置条例の一部

を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第４２号 上天草市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤 

強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例 

の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第４３号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第４４号 上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

日程第１０ 議案第４５号  上天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第４６号 令和３年度上天草市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第４７号 令和３年度上天草市一般会計補正予算（第４号） 

日程第１３ 議案第４８号 令和３年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第４９号 令和３年度上天草市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５０号 令和３年度上天草市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５１号  令和３年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算（第１ 

号） 

 日程第１７ 議案第５２号 財産の取得について 

日程第１８ 諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１９ 報告第 ２号 令和２年度上天草市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告 

について 

日程第２０ 報告第 ３号 令和２年度上天草市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい 

て 

日程第２１ 報告第 ４号 令和２年度上天草市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につ 

いて 
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日程第２２ 報告第 ５号 令和２年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算繰越計算書 

の報告について 

                                           

 

２．本日の出席議員は次のとおりである。（１６名） 

    議長 桑原 千知 

   １番 北垣  洋    ２番 井手口隆光    ３番 木下 文宣 

   ４番 何川  誠    ５番 塩田 真一    ６番 嶋元 秀司 

７番 田中 辰夫    ８番 何川 雅彦    ９番 宮下 昌子 

１０番 西本 輝幸   １１番 髙橋  健   １２番 小西 涼司 

  １３番 新宅 靖司   １４番 津留 和子   １５番 田中 万里      

                                             

 

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（０名） 

   な  し 

                                             

 

４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

市 長  堀江 隆臣   副 市 長  村田 一安 

教 育 長  高倉 利孝   総 務 部 長  宇藤 竜一   

市 民 生 活 部 長  水野 博之   経 済 振 興 部 長  山本 一洋 

企 画 政 策 部 長  花房  博   建 設 部 長  小西 裕彰      

健 康 福 祉 部 長  坂田 結二   教 育 部 長  山下  正   

上天草総合病院事務部長  須﨑 朝幸   水 道 局 長  桑原 成明 

                                             

 

５．職務のため出席した者の職・氏名 

 議 会 事 務 局 長  海﨑 竜也   局 長 補 佐  山川 康興 

 参 事    四丸 雄介   主 事  松原ちひろ 

                                             

 

開会  午前１０時００分 

○議長（桑原 千知君） おはようございます。 

 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和３年第４回上天草市議会定例会を

開会いたします。 
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 直ちに本日の会議を開きます。 

                                             

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（桑原 千知君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、３番、木下文宣君。４番、何川誠君を指名いたします。 

                                             

 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（桑原 千知君） 日程第２、会期の決定については、議会運営委員会が開催され、会期

日程などについて審査されておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（何川 雅彦君） おはようございます。 

 令和３年第４回上天草市議会定例会の開催に当たり、委員会を開催し、議会運営及び提出議案

等について審査いたしましたので、その結果について御報告申し上げます。 

 会期日程につきましては、配付しております定例会日程表のとおり、本日６月２日は、開会、

提案理由の説明、６月１０日が、議案質疑及び委員会付託を行います。常任委員会は、予算決算

常任委員会が６月１０日と１７日の２日間、その他の常任委員会が、６月１１日、１４日、１５

日の３日間開催することとし、一般質問は、１６日及び１７日の２日間行います。６月２２日を

最終日として、委員長報告、採決、閉会とすることに決定いたしました。 

 今期定例会に付議されます議案等は１８件、その内訳は、条例６件、補正予算６件、諮問１件、

その他１件、報告４件です。議案等の取扱いにつきましては、付託委員会及び議事日程等慎重に

審査し、全議案を本会議へ上程することに決定いたしました。 

 なお、議案第４６号、令和３年度上天草市一般会計補正予算（第３号）は、急施を要する案件

でありますので、本日先議することとし、委員会付託を省略し、質疑、討論を経て採決すること

に決定いたしました。また、人事案件である諮問第１号は、委員会への付託を省略し、６月１０

日の本会議で、質疑、討論を経て採決することに決定いたしました。 

 最後に、閉会中の継続審査及び調査の申出を行うことを決定しましたことを御報告申し上げ、

委員長報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） お諮りいたします。ただいまの委員長報告のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（桑原 千知君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、委員長報告の

とおり、本日から６月２２日までの２１日間と決定いたしました。 
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日程第 ３ 諸般の報告 

○議長（桑原 千知君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 令和３年第２回定例会以降の報告事項は、御手元に配付のとおりです。資料等について必要な

方は議会事務局で閲覧お願いいたします。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

                                             

 

日程第 ４ 行政報告 

○議長（桑原 千知君） 日程第４、行政報告。 

 市長から、行政報告の申出があっておりますので、これを許します。 

 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 令和３年第４回市議会定例会の開催に当たり、３月定例会以降の行政

の主な取組につきまして、その概要をご報告いたします。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、熊本県におきましては、蔓延防止等重点措置とし

て、５月１６日から６月１３日まで、県内全ての市町村を対象に対策を強化しておりますが、５

月だけでも２，０００名を超える新規感染者が確認されています。本市におきましても、５月に

入り９名の新規感染者が確認されていることから、防災行政無線、市の公式ライン及びホーム

ページなどにより、市民へ情報提供及び注意喚起をするなど、引き続き感染防止対策に取組んで

いきます。 

ワクチン接種につきましては、優先接種対象者である６５歳以上の介護施設入所者及び介護

施設従事者のワクチン接種を５月１０日から開始いたしました。また、５月２０日から開始いた

しました６５歳以上の高齢者への接種券発送は５月中に完了いたしました。接種方法につきまし

ては、かかりつけ医である医療機関で行う個別接種及び市が特設会場で行う集団接種を併用して

行い、接種を希望する６５歳以上の高齢者には、７月末までに２回の接種を完了できるよう、医

師会等の関係機関と連携を図ってまいります。個別接種は、６月１日から各医療機関において順

次開始をされており、集団接種は、６月１２日から毎週土曜日及び日曜日に大矢野総合体育館な

どで実施することとしております。なお、６５歳以上の方で、接種会場までの移動が困難な方に

対し、タクシー利用料金の一部、初乗り運賃660円の往復２回分ということになりますが、助成

を行っております。 

 次に、各部門の行政報告を申し上げます。 

 初めに、総務部門でございます。 

 市有財産の管理につきましては、公共施設の再配置や、未利用地の利用活用方法など、全庁的

な検討及び意思決定を行うため、４月１日付で、上天草市公共施設マネジメント推進本部を設置

をいたしました。今後、市有財産のさらなる効率的かつ経済的な管理に努めてまいります。 
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 次に、企画政策部門でございます。 

 地方創生につきましては、本年度の地方創生推進交付金を活用した取組として、継続事業２件、

新規事業１件の計３件が３月末に採択されました。新規事業においては、コロナ禍にあって都市

部から地方に関心が高まっていることを機会と捉え、移住促進の取組をさらに加速するための

ワーケーション事業等に取組みます。なお、これまでの移住施策に係る取組の成果としては、令

和２年度において、移住相談件数が過去最多の２０７件、移住者数が７２人となり、平成２２年

度からの取組による移住者の累計は３７２人となりました。 

 樋合リゾート開発につきましては、開発事業者である株式会社マリーゴールドホールディング

スにおいて、本年４月３０日に、自然公園法及び森林法に基づく許認可申請の手続を開始されま

したので、市としても、引き続き側面的な支援を実施してまいります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食事業者の経営支援及び災害時の炊飯支援を

目的に制作したキッチンカー２台が３月２９日に納品されました。同日、上天草市商工会並びに

上天草市飲食店組合とキッチンカーを活用した災害時の物資及び炊飯支援に関する協定を調印い

たしました。キッチンカーの利用につきましては、上天草市商工会大矢野支所を窓口として、利

用申請受付が開始されました。利用を希望する飲食店事業者から上天草市商工会へ問合せも増え

ており、これらの利用に期待をしております。 

 デジタル化につきましては、政府が重要施策に位置づけるデジタル改革関連六法が５月１２日

に成立し、行政手続のオンライン化に向けた司令塔となるデジタル庁が９月に発足することとな

りました。既に、政府においては、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針が決定されてお

り、自治体は、自らが行う行政サービスについて、デジタル技術を活用して、住民の利便性を向

上させるとともに、業務効率化を図ることが求められております。このようなことから、全庁的

なマネジメント体制を構築するため、４月３０日付けで、上天草市行革デジタル推進本部を設置

しました。今後、本市におけるデジタル化の推進を確実に進めてまいります。 

 次に、経済振興部門でございます。 

 昨年１０月から４か月間にわたって投票が行われた温泉総選挙２０２０の結果が３月に発表さ

れ、上天草温泉郷が審査員特別賞を受賞ということになりました。この温泉総選挙は、環境省や

観光庁などが後援し、審査員にもなっており、上天草温泉郷について、地域の魅力を生かした新

しい取組の観光資源のＰＲに尽力しているとして評価をされたものでございます。温泉を活用し

たＰＲとしては、３月２７日に、自転車を使った温泉ガストロノミーサイクリングｉｎ上天草温

泉郷を開催いたしました。新型コロナウイルス感染症防止のため、小人数により開催となりまし

たが、遠くは神奈川県からの参加もあり、依然としてガストロノミーの人気が高いことや、ガス

トロノミーとサイクリングという新しい組合せの可能性も高いということが確認出来ました。 

 令和２年度の天草四郎ミュージアムの入館者数は１万３，６０４人で、コロナ禍による外出自

粛等の影響を大きく受け、前年比４１．５％、１万９，１２９人の大幅な減少となりました。今

後は、前年度に完成した映像ホールや瞑想空間の新しい映像コンテンツを大きくＰＲし、入館者
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の回復に努めてまいります。 

 ふるさと納税につきましては、令和２年度は約３万２，０００件、約7億5,700万円の寄附をい

ただき、令和元年度比較１．１倍ということになりました。引き続き、上天草市を応援していた

だく方を増やす取組を進めてまいります。 

 新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として実施した上天草市元気回復商品券事業につき

ましては、市民の約８割の皆様に商品券を購入いただき、地域内消費を促進するとともに、市内

事業者を支援することが出来ました。今後も、市内事業者の経営状況を把握しながら、事業継続

の支援に取り組むとともに、アフターコロナへの対応を上天草市商工会や地域金融機関等と連携

をして取り組んでまいります。 

 市民生活部門でございます。 

 令和３年３月に、第２次上天草市環境基本計画を策定いたしました。本計画に基づき、市民、

事業者及び市が一体となり、ごみの減量化等様々な環境問題への取組を進めてまいります。 

 上天草市立斎場につきましては、４月１日から、火葬業務を民間委託するとともに、火葬予約

システムを導入しました。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和元年度及び令和２年度分

の国民健康保険税減免申請につきましては２８件、632万3,000円の減免を決定しました。 

また、中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税の課税標

準の特例措置につきましては１１７事業者分、税額換算で6,160万6,000円の軽減措置を行いまし

た。 

 個人番号カードにつきましては、３月に週末の窓口臨時申請受付、４月からは、学校、市内事

業者への出前申請受付を開始し、通常の窓口手続とは別に１５０名を超える申請受付を行いまし

た。直近の本市における個人番号カードの取得率は２３．１％、県下で３４位ということでござ

います。引き続き、取得率向上に努めてまいります。 

 健康福祉部門でございます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

につきましては、ひとり親世帯分を５月１１日に、２１７世帯、1,720万円を給付いたしました。

ひとり親世帯以外の世帯向けの給付につきましては、７月中に支給する予定で、今定例会に補正

予算案を提出しております。 

 教育部門でございます。 

 市内中学校では、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、出席者数を制限す

るなどの措置を講じた上で、３月１２日から卒業式を挙行し、１９２人が卒業をいたしました。

また、４月９日には入学式を挙行し、小学校１６４人、中学校２１０人の新入生が入学をしてお

ります。これにより、本年度５月１日現在の児童生徒数は、小学校１，０７８人、中学校５９３

人、合計１，６７１人となり、前年度と比べ３４人減少しています。現在、市内小中学校におい

ては、手指消毒液及びＡＩ体温検知カメラを設置するなど、衛生面の整備を行うとともに、児童

生徒及び教職員はマスクを着用して授業を行い、リスクレベルに応じた分散教室を実施するなど、
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感染症予防対策に努めております。引き続き、油断することなく、学校の感染症予防対策の徹底

を図り、児童生徒の学校生活の安全と学びの保障を確保してまいります。 

 上天草市編さん事業につきましては、現在、姫戸町及び龍ヶ岳町編の全７編と近世編資料集の

発刊作業を行っております。このうち、中世編と近世編資料集につきましては、３月末に発刊が

完了し、中世編を４月、近世編資料集を５月から販売を開始しています。残りの６編につきまし

ても、今後、発刊作業を進め、令和３年度中に順次発刊していくこととしております。 

 新大矢野図書館及び天草四郎公園整備事業につきましては、３月下旬に法面補強造成工事の契

約を締結し、現在、樹木撤去及び移設工事とともに事業を進めております。 

 以上で、行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（桑原 千知君） これで、行政報告は終わりました。 

                                             

 

日程第  ５ 議案第４０号 上天草市手数料条例等の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

日程第 ６ 議案第４１号 上天草市工場等設置奨励条例及び上天草市税特別措置条例 

の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第４２号 上天草市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の 

基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を 

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第４３号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第４４号 上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す 

る条例の制定について 

日程第１０ 議案第４５号 上天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第４６号 令和３年度上天草市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第４７号 令和３年度上天草市一般会計補正予算（第４号） 

日程第１３ 議案第４８号 令和３年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第４９号 令和３年度上天草市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５０号 令和３年度上天草市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５１号 令和３年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算 

（第１号） 

日程第１７ 議案第５２号 財産の取得について 

○議長（桑原 千知君） 日程第５、議案第４０号から、日程第１７、議案第５２号までの以上

１３件を一括議題といたします。上程議案の説明を求めます。 

 市長。 
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○市長（堀江 隆臣君） 令和３年第４回上天草市議会定例会に提案いたします議案につきまし

て御説明いたします。 

 今定例会には、上天草市手数料条例等の一部を改正する条例の制定についてなどの条例議案６

件、令和３年度上天草市一般会計補正予算（第３号）などの予算議案６件、財産の取得について

のその他議案１件、人事案件として、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いての諮問案件１件の議案を提出しております。 

 諮問案件を除く各議案の詳しい内容につきましては、所管部局長より説明をいたしますので、

議員の皆様におかれましては、御審議をいただきまして、御承認賜りますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、執行部から、順次、提案理由及び議案内容の説明を求めます。 

 まず、議案第４０号を、総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書１ページをお願いいたします。あわせて、説明資料１ページをお願いいたします。 

 議案第４０号、上天草市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い、

上天草市手数料条例ほか２本の条例の規定の整理を行うものでございます。 

 内容といたしましては、第１条につきまして、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律において、個人番号カードの発行主体が地方公共団体情報システム機

構であることが明確化されるとともに、同機構が個人番号カードの発行に関し、手数料を徴収す

ることが出来、その徴収事務を住所地市町村長に委託することができるようになったことに伴い、

上天草市手数料条例において、個人番号カードの再交付手数料の規定を削るものでございます。 

 第２条及び第３条につきましては、上天草市個人情報保護条例及び上天草市行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例において引用しております同法の号番号が変更されたことに伴い、それぞ

れの条例の規定の整理を行うものでございます。なお、この条例は、令和３年９月１日から施行

することとしております。 

 提案理由といたしましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、関係規定を整理する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４１号及び議案第４２号を、経済振興部長。 

○経済振興部長（山本 一洋君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書の３ページをお願いいたします。あわせて、説明資料の４ページをお願いいたします。 
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 議案第４１号、上天草市工場等設置奨励条例及び上天草市税特別措置条例の一部を改正する条

例の制定について御説明いたします。 

 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日で失効し、同年４月１日に、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことに伴い、地方税の課税免除、

または、不均一課税に伴う交付税措置の対象に、設備の新設または増設に加え、取得が追加され

たこと及び対象事業に情報サービス業等が追加されたこと等に伴いまして、上天草市工場設置奨

励条例及び上天草市税特別措置条例の規定の整備を行うものでございます。 

 提案理由としましては、過疎地域自立促進特別法の施行及び過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法の施行に伴い、関係条例の規定を整備する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書の５ページをお願いいたします。あわせて、説明資料の８ページをお願い

いたします。 

 議案第４２号、上天草市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する条

例第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたしま

す。 

 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき

作成されている熊本県地域未来投資促進基本計画が、令和３年３月１９日に変更されたことに伴

い、本市の工場立地特例対象区域の範囲を拡大するため、対象となる地番を追加するものでござ

います。なお、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 提案理由としましては、熊本県地域未来投資設置促進基本計画の変更に伴い、関係規定を整備

する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４３号及び議案第４４号を、市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書６ページをお願いいたします。 

 議案第４３号、上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が、

令和３年３月３１日に公布されたことに伴い、関係規定を整備するものでございます。 

 新旧対照表で御説明いたしますので、議案説明資料の１０ページをお願いいたします。 

 第２４条につきましては、令和２年度税制改正において、扶養控除の対象となる扶養親族から、

３０歳以上７０歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴い、個人の市民税

の均等割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族の範囲を扶養控除の取扱いと同様とするも

のでございます。この改正は、令和６年１月１日から施行するものでございます。 
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 第３４条の７につきましては、特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、出資に関する業務

に充てることが明らかな寄附金を寄附金控除等の税制上の措置の対象から除外するものでござい

ます。この改正は、令和４年１月１日から施行するものでございます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 第３６条の３の３につきましては、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の

扶養親族の範囲を扶養控除の取扱いと同様とするものでございます。この改正は、令和６年１月

１日から施行するものでございます。 

 附則第５条につきましては、個人の市民税の所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親

族の範囲を扶養控除の取扱いと同様とするものでございます。この改正は、令和６年１月１日か

ら施行するものでございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 附則第６条につきましては、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に

ついて、５年延長するものでございます。この改正は、令和４年１月１日から施行するものでご

ざいます。 

 提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改

正及び地方税法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書８ページをお願いいたします。あわせて、説明資料の１４ページをお願い

いたします。 

 議案第４４号、上天草市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て御説明いたします。この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第７項に規定する個人番号カードを使用して、コンビニエンスストア等にお

いて、印鑑登録証明書の交付を受けることができる規定を新たに追加するものでございます。な

お、この条例は、令和３年９月１日から施行することとしております。 

 提案理由といたしましては、個人番号カードを使用してコンビニエンスストア等に設置されて

いる多機能端末機から印鑑登録証明書を取得することができるようにするため、関係規定を整備

する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４５号を、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議案書１０ページをお願いいたします。あわせて、説明資料１５ページをお願いいたします。 

 議案第４５号、上天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について御説明いたします。この条例は、新型コロナウイルス感染症
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の感染拡大に伴う市内の放課後児童健全育成事業所の事業中断等を防止するため、この条例の施

行の日から令和５年３月３１日までの間、事業所で従事する放課後児童支援員の要件を緩和する

ための関係規定を整備するものでございます。なお、この条例は、公布の日から施行することと

しております。 

 提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染した放課後児童支援員の休業等

に伴う放課後児童健全育成事業所の事業中断等を防止するため、関係規定を整備する必要があり

ます。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４６号を、総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書１１ページをお願いいたします。 

 議案第４６号、令和３年度上天草市一般会計補正予算（第３号）について御説明いたします。

皆さんの御手元に説明文を配付していますので、読み上げて説明いたします。なお、100万円以

下の補正につきましては、説明を省略させていただきます。 

 予算書１ページを御覧ください。 

 歳入歳出それぞれ1,945万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を178億8,696万3,000円とす

るものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ６ページを御覧ください。 

 ６５（款）国庫支出金、１５（項）国庫補助金は1,945万9,000円の増額でございます。内容と

しまして、１５（目）民生費国庫補助金において、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対

する給付金事業に係る補助金を計上するものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ７ページを御覧ください。 

 ２０（款）民生費、１５（項）児童福祉費は1,945万9,000円の増額でございます。内容としま

して、２０（目）児童手当費において、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯等に対する給付

金として、児童手当1,760万円などを計上するものでございます。 

 以上が、令和３年度上天草市一般会計補正予算（第３号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） これから、議案第４６号、令和３年度上天草市一般会計補正予算（第

３号）について質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（桑原 千知君） 質疑なしと認め、これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（桑原 千知君） 討論なしと認めます。これから、議案第４６号を採決いたします。議

案第４６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（桑原 千知君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４６号は可決されました。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４７号を、総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書１２ページをお願いいたします。 

 議案第４７号、令和３年度上天草市一般会計補正予算（第４号）について御説明いたします。

皆さんの御手元に説明文を配付していますので、読み上げて説明いたします。なお、100万円以

下の補正及び異動に伴う職員給与等の人件費につきましては、説明を省略させていただきます。 

 予算書１ページを御覧ください。 

 歳入歳出それぞれ3億5,562万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を182億4,259万1,000円と

するものでございます。 

 ５ページを御覧ください。 

 第２表の繰越明許費の補正は、市道下老岳２号線地すべり災害復旧事業2億1,000万円を令和４

年度へ繰越して、事業を実施可能とするものでございます。 

 ６ページを御覧ください。 

 第３表の債務負担行為の補正は、新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給補助金農業分

ほか１件の債務負担行為の限度額を総額1,476万円とするものでございます。これらは、市が将

来経費を負担すべきものについて、あらかじめその内容を定めておく必要があるものについて、

債務負担行為を設定するものでございます。 

 ７ページを御覧ください。 

 第４表の地方債の補正は、災害復旧事業債を6,500万円増額し、起債限度額の合計を19億6,894

万8,000円とするものでございます。 

 歳入の主なものについて御説明いたします。 

 １０ページを御覧ください。 

 ６５（款）国庫支出金、１０（項）国庫負担金は、1億3,052万5,000円の増額でございます。

内容としまして、２０（目）災害復旧費国庫負担金において、市道下老岳２号線地すべり災害復

旧工事に係る負担金を計上するものでございます。 

 ７０（款）県支出金、１５（項）県補助金は6,121万1,000円の増額でございます。内訳といた

しまして、１０（目）総務費県補助金において、教良木河内地区の自家用有償旅客運送実証運行

事業に係る補助金426万円などを計上するものでございます。２５（目）農林水産業費県補助金
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において、上天草市防災重点ため池ハザードマップ作成業務に係る補助金4,529万2,000円、県所

有の灌漑用ダムなどの施設維持管理に係る補助金773万4,000円を計上するものでございます。４

５（目）教育費県補助金において、分散授業の実施に伴う学習支援員の配置に係る補助金386万

3,000円を計上するものでございます。 

 ８５（款）繰入金、１５（項）基金繰入金は、6,593万1,000円の増額でございます。内容とし

まして、１０（目）財政調整基金繰入金において、歳出予算との調整により増額するものでござ

います。 

 １１ページを御覧ください。 

 ９５（款）諸収入、２５（項）貸付金元利収入は2,917万8,000円の増額でございます。内容と

しまして、２０（目）ふるさと融資貸付元金収入において、ふるさと融資を受けていた事業者の

繰上償還に伴う貸付元金を計上するものでございます。 

 ９５（款）諸収入、３５（項）雑入は、350万9,000円の増額でございます。内訳といたしまし

て、１５（目）雑入において、一般社団法人自治総合センターが実施する令和３年度コミュニ

ティー助成事業について、１団体が採択されたことに伴う助成金220万円、前年度に実施した松

くい虫防除事業に対する補助金130万9,000円を計上するものでございます。 

 ９９（款）１０（項）市債は、6,500万円の増額でございます。内容としまして、５０（目）

災害復旧事業債において、道路災害復旧補助事業を増額するものでございます。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 

 １５ページを御覧ください。 

 １５（款）総務費、１０（項）総務管理費は、4,972万5,000円の増額でございます。主なもの

としまして、４５（目）企画費において、湯島地区などを拠点に活動する地域おこし協力隊３人

分に係る報償費405万円、湯島地区で使用している車両の車検に係る車両輸送業務委託料110万円、

教良木河内地区で、将来にわたり持続可能な地域公共交通を構築するために実証運行する委託料

402万1,000円、一般社団法人自治総合センターが実施する令和３年度コミュニティー助成事業に

ついて、１団体が採択されたことに伴う助成金220万円、地域おこし協力隊３人分の活動助成金

300万円、大道港ターミナルビル解体工事に係る補助金385万円などを計上するものでございます。 

 １６ページを御覧ください。 

 ５５（目）支所及び出張所費において、姫戸町を拠点に活動する地域おこし協力隊１人分の報

償費135万円、同活動助成金100万円などを計上するものでございます。 

 ２０ページを御覧ください。 

 ２５（款）衛生費、１０（項）保健衛生費は5,009万9,000円の減額でございます。主なものと

しまして、１０（目）保健衛生総務費において、乳幼児健診を集団健診から個別健診に変更する

ことに伴い、医師等報酬139万3,000円を減額するものなどでございます。 

 ２２ページを御覧ください。 

 ３５（款）農林水産業費、１０（項）農業費は5,548万8,000円の増額でございます。主なもの
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としまして、３０（目）農地費において、防災重点ため池ハザードマップ作成業務委託料4,529

万4,000円、県所有の灌漑用ダムなどの管理を行う土地改良区への補助金773万4,000円などを計

上するものでございます。 

 ２３ページを御覧ください。 

 ４０（款）１０（項）商工費は3,363万9,000円の増額でございます。主なものとしまして、１

５（目）商工振興費において、熊本県からの時短要請に応じた、飲食店への協力金に対する県へ

の負担金1,411万4,000円、蔓延防止等重点措置の影響により売上が減少した事業者に対する事業

継続支援一時金2,000万円を計上するものでございます。２０（目）観光費において、湯島活性

化推進事業について、国及び県のヒアリング後、交付金の内定を受け、委託料を160万円減額し、

補助金を150万円増額するものなどでございます。 

 ２８ページを御覧ください。 

 ６０（款）災害復旧費、１５（項）公共土木施設災害復旧費は2億1,140万円の増額でございま

す。内訳といたしまして、１０（目）道路災害復旧費において、市道下老岳２号線地すべり災害

に係る復旧工事費2億1,000万円、当該工事に係る用地取得費140万円を計上するものでございま

す。 

 ２９ページを御覧ください。 

 ６５（款）１０（項）公債費は、1,211万2,000円の増額でございます。内容としまして、１０

（目）元金において、ふるさと融資貸付金繰上償還に伴う地方債元利償還金を計上するものです。 

 以上が、令和３年度上天草市一般会計補正予算（第４号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４８号を、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） よろしくお願いいたします。 

 議案書の１３ページをお願いいたします。 

 議案第４８号、令和３年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める

ものでございます。 

 別冊予算書の３０ページをお願いいたします。 

 歳入歳出それぞれ92万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を6,164万9,000円とするもので

ございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 ３５ページを御覧ください。 

 １０（款）１０（項）事業収入につきましては、92万1,000円の増額でございます。内容とし

まして、１０（目）収益事業収入において、在宅酸素供給装置一式を患者に貸し出すことによる
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後期高齢者医療保険診療報酬を増額するものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ３６ページを御覧ください。 

 １０（款）総務費、１０（項）総務管理費は37万7,000円の増額でございます。内容としまし

て、２０（目）医療費において、患者の在宅治療のため、在宅酸素供給装置一式を医療機器メー

カーから借り上げる費用を計上するものでございます。 

 ２０（款）１０（項）１０（目）予備費は、歳入歳出予算の調整のため54万4,000円を増額す

るものでございます。 

 以上が、令和３年度上天草市診療所特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第４９号を、水道局長。 

○水道局長（桑原 成明君） おはようございます。よろしくお願いします。 

 議案書１４ページをお願いいたします。 

 議案第４９号、令和３年上天草市水道事業会計補正予算（第１号）について説明いたします。 

 別冊予算書の１ページをお願いいたします。 

 第２条令和３年度上天草市水道事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正するものでございます。資本的収入予定額は、１（款）資本的収入、３（項）補助

金、１（目）国庫補助金を497万4,000円増額し、2億3,969万円とするものでございます。資本的

支出予定額は、１（款）資本的支出、１（項）１（目）建設改良費を1,492万2,000円増額し、7

億3,668万4,000円とするものでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億

8,704万6,000円を4億9,699万4,000円に改め、過年度損益勘定留保資金4億6,753万6,000円、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,945万8,000円を補填するものでございます。 

 以上が、令和３年度上天草市水道事業会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第５０号を、建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） おはようございます。よろしくお願いします。 

 議案書１５ページをお願いいたします。 

 議案第５０号、令和３年度上天草市下水道事業会計補正予算（第１号）について御説明いたし

ます。 
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 別冊予算の１ページをお願いいたします。 

 第２条、令和３年度上天草市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のと

おり補正するものでございます。 

 １（款）下水道事業費用、１（項）営業費用を7万6,000円増額し、４（項）予備費を7万6,000

円減額するものでございます。詳細につきましては、予算書の４ページを御覧ください。 

 １（款）下水道事業費用、１（項）営業費用、３（目）処理場費は、既設消火器の交換及び処

分に係る費用として10万9,000円を増額、４（目）総係費は、職員の異動に伴い3万3,000円を減

額、４（項）１（目）予備費は、歳入歳出予算の調整のため、7万6,000円を減額するものでござ

います。 

 戻りまして、予算書１ページをお願いいたします。 

 第３条予算第８条に定めた議会の議決を得なければ流用することの出来ない経費について、3

万3,000円減額するものでございます。詳細につきましては、予算書の５ページ及び６ページに

記載しておりますので、後ほど御確認ください。 

 以上が、令和３年度上天草市下水道事業会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第５１号を、病院事務部長。 

○病院事務部長（須﨑 朝幸君） おはようございます。よろしくお願いします。 

 議案書１６ページをお願いいたします。 

 議案第５１号、令和３年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算（第１号）について御

説明いたします。 

 別冊予算書の１ページをお願いいたします。 

 第２条、令和３年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算第４条本文括弧書きを、資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,670万8,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額3,162万8,000円、当年度分損益勘定留保資金9,508万円で補填すると改めまして、

資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。詳細につきましては、２ページを御

覧ください。 

 収入につきまして御説明いたします。 

 １（款）資本的収入、１（項）１（目）企業債1,930万円の増額は、簡易型陰圧装置の整備に

かかる企業債を増額するものでございます。 

 次に、支出につきまして御説明いたします。 

 １（款）資本的支出、１（項）建設改良費、１（目）病院設備費1,931万円の増額は、感染力

の強い新型コロナウイルス感染症変異株の職員及び患者への感染対策強化のため、ウイルスが室
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外に漏れることを抑制する簡易型陰圧装置の整備費を増額するものでございます。 

 １ページに戻りまして、第３条予算第５条に定めました起債の限度額を1,930万円増額し、3億

4,410万円とするものでございます。 

 以上が、令和３年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算（第１号）の概要でございま

す。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（桑原 千知君） 次に、議案第５２号を、総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書の１７ページをお願いいたします。 

 議案第５２号、財産の取得について御説明いたします。この議案は、上天草市消防設備等整備

事業計画に基づき、小型動力ポンプ付積載車を３台取得するものでございます。取得の相手方は、

熊本市中央区菅原町１番２５号、三輝物産株式会社で、取得金額は2,051万2,470円でございます。 

 提案の理由といたしましては、財産を取得するには、上天草市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得、または、処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を経る必要がございま

す。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

                                             

 

日程第１８ 諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつ 

いて 

○議長（桑原 千知君） 日程第１８、諮問第１号を議題といたします。本案について、提案理

由及び議案内容の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 議案書１８ページをお願いいたします。 

 諮問第１号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて諮問させていただ

きます。 

 今回の提案は、人権擁護委員の任期満了に伴い、候補者を法務大臣に推薦するに当たり、議会

に意見を求めるものでございます。諮問を求める者は、再任の青山司氏でございます。住所、生

年月日、経歴等につきましては、議案書及び別紙資料に記載のとおりでございます。任期は、令

和３年１０月１日から令和６年９月３０日までの３年間です。 

 提案理由といたしましては、人権擁護委員の候補者を推薦する場合は、人権擁護委員法第６条
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第３項の規定により、議会の意見を聞く必要がございます。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

                                             

 

日程第１９ 報告第 ２号 令和２年度上天草市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の 

報告について 

日程第２０ 報告第 ３号 令和２年度上天草市水道事業会計予算繰越計算書の報告に 

ついて 

日程第２１ 報告第 ４号 令和２年度上天草市下水道事業会計予算繰越計算書の報告 

について 

日程第２２ 報告第 ５号 令和２年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算繰越計 

算書の報告について    

○議長（桑原 千知君） 日程第１９、報告第２号から、日程第２２、報告第５号を行います。

執行部から説明を求めます。 

 まず、報告第２号を、総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書１９ページをお願いいたします。 

 報告第２号、令和２年度上天草市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について御説明い

たします。 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度

に繰越しましたので、御報告いたします。 

 別冊繰越計算書の１ページを御覧ください。 

 １５（款）総務費は、光ファイバー整備事業ほか９件、２５（款）衛生費は、健康診査事業ほ

か２件、３５（款）農林水産業費は、産地パワーアップ事業負担金ほか８件を繰越しております。 

 ２ページを御覧ください。 

 ４０（款）商工費は、熊本限定緊急宿泊助成事業ほか３件、４５（款）土木費は、法定外公共

物管理事務事業ほか、１０件を繰越しております。 

 ３ページを御覧ください。 

 ５５（款）教育費は、小学校空調設備設置事業ほか１０件、６０（款）災害復旧費は、現年発

生農地等災害復旧事業ほか６件を繰越しております。 

 ４ページを御覧ください。 

 令和３年度への繰越総額は、27億7,302万9,899円となっております。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 次に、報告第３号を、水道局長。 
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○水道局長（桑原 成明君） よろしくお願いします。 

 議案書２０ページをお願いします。 

 報告第３号、令和２年度上天草市水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明いたしま

す。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定により、予算に定めた建設改良費を翌年度に繰越しまし

たので、同条３項の規定により御報告いたします。 

 別冊報告書の１ページを御覧ください。 

 大型ポンプ場非常用自家発電設備工事3,718万円を、適正工期確保のために令和３年度へ繰越

しております。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 次に、報告第４号を、建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） よろしくお願いいたします。 

 議案書の２１ページを御覧ください。 

 報告第４号、令和２年度上天草市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明いたし

ます。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定により、予算に定めた建設改良費を令和３年度に繰越し

ましたので、同条第３項の規定により御報告いたします。 

 別冊の報告書１ページを御覧ください。 

 まず、管渠施設建設改良費に定めていた予算の繰越しについて御説明いたします。下水道未普

及地区における枝線管渠整備事業につきまして、計画に関する諸条件の検討に期間を要したため、

326万円を繰越しております。 

 続きまして、処理場施設建設改良費に定めていた予算の繰越しについて御説明いたします。 

 下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場管理棟の防水及び空調設備工事に係る実施設

計業務につきまして、計画に関する諸条件の検討に期間を要したため、784万8,000円を繰越して

おります。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 次に、報告第５号を、病院事務部長。 

○病院事務部長（須﨑 朝幸君） よろしくお願いします。 

 議案書２２ページをお願いいたします。 

 報告第５号、令和２年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算繰越計算書の報告について御

説明いたします。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定により、予算に定めた建設改良費を翌年度に繰越しまし

たので、同条第３項の規定により御報告いたします。 

 別冊繰越計算書の１ページを御覧ください。 

 医療機器整備事業につきまして、オンライン資格確認システムのソフトウエアの納入が遅延し
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たため、184万6,000円を繰越しております。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（桑原 千知君） 以上で、報告は終わりました。本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日３日から９日までは議案研究のため休会し、次の本会議は、６月１０日の午前１０時から、

議案質疑及び委員会付託となっております。なお、質疑をされる方は、３日の正午までに通告の

提出をお願いいたします。また、一般質問をされる方は、４日の正午までに通告書の提出をお願

いいたします。 

 本日は、これにて散会いたします。お疲れ様でした。 

 

散会  午前１１時０３分 

 


